
【1 割】 

重要事項説明書（通所） 

（令和 8 年 6 月 1 日 現在） 

 

１．施設の概要 

(１)施設の名称等 

 ・施設名     介護予防通所介護事業・通所介護事業 いすず苑 

 ・開設年月日  平成 16年４月 11日 

 ・所在地     三重県伊勢市楠部町若ノ山 2605－33 

 ・電話番号  0596－28－1010  （FAX）0596－28－8282 

 ・管理者名  施設長 中西 縁 

 ・介護保険指定番号 2470800646 

24A0800433（総合事業対象者、要支援 1・2） 

 

(２)相談並びに苦情処理担当者 

 ・施設担当者  生活相談員    髙須 有津美 

鈴木 崇昭 

                        中北 せいか 

 ・第三者委員                  中西 巳徳 

      山下 敦子 

・伊勢市役所 介護保険課        21－5647 

    ・三重県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理係  

専用電話 059－222－4165 

 

 

(３)施設運営の指針 

介護予防通所介護事業・通所介護事業 いすず苑（以下「当事業所」と言う。）は、

利用者個々人の通所介護サービス計画書の作成に基づいて、看護、介護及び機能

訓練のほか、日常生活に必要な支援を行うことにより、利用者がその有する能力

を最大限に生かして自立生活を営めるように努めることとし、その取り組みにあ

たっては次の各号を指針とする。 

１） 職員は、「すべての利用者は、それぞれ今日の高度社会を築きあげた功労者

であり人生の達人である。」ことに思いを致し、常に感謝と尊敬の念をもっ

て医療・看護・介護・機能訓練および日常生活の支援等のサービスに努め

る。 

２） 当事業所は、「利用者個々人が今まで慣れ親しんできた居宅生活のスタイル

により近い生活環境づくり」と「職員との寄り添い合う生活づくり」によ

ってすべての利用者が喜びと生き甲斐の溢れた老後人生を築かれるよう貢

献する。 



 

 

３） 当事業所は、地域に開かれた事業所運営を目指し、そのために運営内容の

開示・利用者意見等の収集・第三者評価の実施等を積極的に行い、かつ、

伊勢市等関係行政機関との連携を密にする。 

４） 職員は、常に効果的な技術および手法の習得に努め、それぞれのセクショ

ンにこだわることなく相互に協力しあって利用者へのケアおよびサービス

の充実に努めるものとする。 

なお、管理者は、利用者へのケア効果を高めるための諸施策の展開および

設備の改善、備品器具類の導入に努めるものとする。 

５） 最も望ましい通所介護事業所に築き上げる使命は、職員一人一人の双肩に

かかっていることを肝に銘じて日々の業務に専念する。 

(注)「最も望ましい通所介護事業所」とは、 

 利用者およびその家族にあっては「入りたい入らせたい いすず苑」 

 従業員およびその家族にあっては「働きたい働かせたい いすず苑」 

 

(４)施設の職員体制 

職種  

・管理者 常勤・専従 1 人 

・機能訓練指導員 1 人以上 

・看護職 専従 1 人以上 

・介護職 専従 4 人以上 

・生活相談員 専従 1 人以上 

 

(５)通所定員数    ３０名 

 

 ２．営業日等 

   ① 営業日は、営業日時等は、原則として次の通りです。 

  年末年始（12/31～1/3）を除く毎日 

   ② 営業時間は、8：30 から 19：00 

   ③ サービス提供時間は、9：20 から 16：20 （18：30 まで時間延長あり） 

 

３．サービス内容 

① 通所介護サービス計画の立案 

② 食事 昼食 12：00 ～ 

おやつ 15：00 ～ 

夕食   18：00 ～ 

③ 入浴 



④ 看護 

⑤ 介護 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑨ その他 

＊これらのサービスの中には、基本料金とは別に利用料金をいただくものもあり

ますので、具体的にご相談下さい。 

 

４．利用料金 

(１) 基本料金【通所介護】 

施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日当たりの自己負担分です） 

 

・要介護 1                  ６５８円 

・要介護２                  ７７７円 

・要介護３                  ９００円 

・要介護４                 １，０２３円 

・要介護５                 １，１４８円 

      （注）送迎費用は基本料金に含まれます。   

    

その他の料金 

①  入浴介助加算Ⅰ                  ４０円／１日 

②  入浴介助加算Ⅱ                 ５５円／１日 

③  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）            ２２円／１日 

④  介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 

           1 ヶ月の利用料金（基本料金＋各種加算）の １２％ 

   ⑤  科学的介護推進体制加算             ４０円／月 

⑥  個別機能訓練加算（Ⅰ）              ５６円／１日 

⑦  個別機能訓練加算（Ⅱ）上乗せ          ２０円／月 

⑧  認知症加算                   ６０円／回 

⑨   口腔機能向上加算（Ⅱ）            １６０円／回 

      ※３月以内の期間に月に２回までの算定となります 

   ⑫  口腔・栄養スクリーニング加算          ２０円／回 

      ※半年に一度の算定となります 

⑬ 栄養アセスメント加算                   ５０円／月 

⑭ 食費（食材料費等）             昼食  ６５０円（おやつ代含む） 

                           夕食  ６５０円 

 



⑮ 若年性認知症利用者受入加算                ６０円／月 

⑯ 事業所が送迎を行わない場合の減算               ４７円／片道 

⑰ 区域外送迎費                      実費相当とする 

 

(２)基本料金【通所介護相当サービス】 

・総合事業対象者 要支援 1   

   １ヶ月の中で全部で４回まで（入浴なし）      ３８６円／回  

１ヶ月の中で全部で４回まで（入浴あり）      ４３６円／回  

１ヶ月の中で全部で５回以上          １，７９８円／月 

   

   ・総合事業対象者 要支援２ 

１ヶ月の中で全部で８回まで（入浴なし）      ３９７円／回 

      １ヶ月の中で全部で８回まで（入浴あり）      ４４７円／回 

         １ヶ月の中で全部で９回以上       ３，６２１円／月 

 

その他の料金 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

事業対象者 要支援１    ８８円（１ヶ月単位） 

事業対象者 要支援２   １７６円（１ヶ月単位） 

② 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 

               １ヶ月の利用料金（基本料金＋各種加算）の１２％ 

③ 科学的介護推進体制加算                  ４０円 

④ 口腔機能向上加算（Ⅱ）                 １６０円／月 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）             ２０円／回 

※半年に一度の算定となります 

⑥ 栄養アセスメント加算                    ５０円／月 

⑦ 食費（食材料費等）          昼食  ６５０円（おやつ代含む） 

                        夕食  ６５０円 

⑧ 若年性認知症利用者受入加算               ２４０円／月 

⑨ 事業所が送迎を行わない場合の減算                 ４７円／片道 

⑩ 区域外送迎費                   実費相当とする 

 

 

(４)支払方法 

・料金計算は月末締めで行い、翌月中旬に請求書を発行いたしますので、指定され

た期日までにお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

   ・お支払い方法は、口座自動振替か窓口払いの方法があります。 

 

 



５．協力医療機関等 

当事業所では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

・協力医療機関 

  ・市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町 3038 

  ・山崎外科内科病院 伊勢市楠部町乙 77 

・協力歯科医療機関 

・宇治山田歯科医院   伊勢市岩渕 2 丁目 4-37 

   通所介護ご利用者様につきましては、在宅の主治医が投薬・受診の基本となります。 

 

６．緊急時における対応方法 

   ・当事業所は、通所介護の提供を行っているときに利用者の病状に急変が生じた場

合 その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機

関へ連絡を行うと等の措置を講じることとともに、管理者にも報告します。 

 

７．施設利用にあたっての留意事項 

   ・喫煙・飲酒   原則禁止ですが、個別にご相談下さい。 

   ・火気の取扱い   施設内火気厳禁です。 

   ・設備・備品の利用  申し出により可能な物とします。 

   ・宗教活動・ペットの持ち込み 禁止します。 

 

８．非常災害対策 

・管理者は、想定される非常災害の態様ごとに、その程度及び規模に応じ非常災害

に関する具体的な計画を定めています。 

・管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓

練を年２回以上実施する等利用者の安全に対して万全を期しています。 

・当事業所は、医療機関、ほかの社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における 

連携及び協力関係を構築するよう努めています。 

 

９．秘密保持等 

・当事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしません。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とし

ます。 

・当事業所は、職員の離職後も、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、就業規則、雇用契約書等で定めてい

ます。 

・当事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により、得るものとします。 

 



１０．事故発生時の対応 

・当事業所は、通所介護の提供時に事故が発生した場合は、速やかに伊勢市、利用

者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じます。 

・当事業所は、上記の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録します。 

・当事業所は、利用者に対する指定通所介護または通所介護相当サービスの提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

・当事業所は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じます。 

 

１１．要望又は苦情処理 

   ・当事業所は、提供した施設サービスに関する利用者及びその家族からの要望又は

苦情に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置する等、必要な措置を講じ

ます。 

・当事業所は、苦情を受け付けた場合に、当該苦情の内容等を記録するものとし、

伊勢市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとします。 

 

１２．身体拘束等廃止 

・当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害

の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、管理者が判断し、身体拘束その他利用

者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。 

 

１３．虐待防止 

当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために次の措置を講じます。 

・虐待を防止するための職員に対する研修の実施 

・虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催と内容の周知 

・虐待防止のための指針の整備 

・虐待防止担当者の任命 

当事業所は、サービス提供中に、職員又は擁護者による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを伊勢市に通報するものとします。 

 

１４．衛生管理 

 管理者は、設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医

薬品及び医療用具の管理を適切に行い、感染症が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講じるものとします。 

 

 

 



１５．地域交流 

当事業所は、事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行うなど、地域との交流を図っていきます。 

 

１６．その他 

   当事業所の詳細は、パンフレットをご参照下さい。 

   第三者評価については実施無です。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

通所介護サービス又は通所介護相当サービスの利用にあたり、利用者に対し契約書及び

本書に基づいて重要事項を説明しました。 

 

 

 

  事業所 

     名称  通所介護事業 いすず苑 

 

説明者 職名  

 

    氏名            ㊞ 

 

 

上記内容の説明を受け、承諾しました。 

 

 

利用者 

    又は、代理人 

    住所  

    氏名    ㊞ 



【2 割】 

重要事項説明書（通所） 

（令和 8 年 6 月 1 日 現在） 

 

１．施設の概要 

(１)施設の名称等 

 ・施設名     介護予防通所介護事業・通所介護事業 いすず苑 

 ・開設年月日  平成 16年４月 11日 

 ・所在地     三重県伊勢市楠部町若ノ山 2605－33 

 ・電話番号  0596－28－1010  （FAX）0596－28－8282 

 ・管理者名  施設長 中西 縁 

 ・介護保険指定番号 2470800646 

24A0800433（総合事業対象者、要支援 1・2） 

 

(２)相談並びに苦情処理担当者 

 ・施設担当者  生活相談員    髙須 有津美 

鈴木 崇昭 

                        中北 せいか 

 ・第三者委員                  中西 巳徳 

      山下 敦子 

・伊勢市役所 介護保険課        21－5647 

    ・三重県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理係  

専用電話 059－222－4165 

 

 

(３)施設運営の指針 

介護予防通所介護事業・通所介護事業 いすず苑（以下「当事業所」と言う。）は、

利用者個々人の通所介護サービス計画書の作成に基づいて、看護、介護及び機能

訓練のほか、日常生活に必要な支援を行うことにより、利用者がその有する能力

を最大限に生かして自立生活を営めるように努めることとし、その取り組みにあ

たっては次の各号を指針とする。 

１） 職員は、「すべての利用者は、それぞれ今日の高度社会を築きあげた功労者

であり人生の達人である。」ことに思いを致し、常に感謝と尊敬の念をもっ

て医療・看護・介護・機能訓練および日常生活の支援等のサービスに努め

る。 

２） 当事業所は、「利用者個々人が今まで慣れ親しんできた居宅生活のスタイル

により近い生活環境づくり」と「職員との寄り添い合う生活づくり」によ

ってすべての利用者が喜びと生き甲斐の溢れた老後人生を築かれるよう貢

献する。 



 

 

 

 

３） 当事業所は、地域に開かれた事業所運営を目指し、そのために運営内容の

開示・利用者意見等の収集・第三者評価の実施等を積極的に行い、かつ、

伊勢市等関係行政機関との連携を密にする。 

４） 職員は、常に効果的な技術および手法の習得に努め、それぞれのセクショ

ンにこだわることなく相互に協力しあって利用者へのケアおよびサービス

の充実に努めるものとする。 

なお、管理者は、利用者へのケア効果を高めるための諸施策の展開および

設備の改善、備品器具類の導入に努めるものとする。 

５） 最も望ましい通所介護事業所に築き上げる使命は、職員一人一人の双肩に

かかっていることを肝に銘じて日々の業務に専念する。 

(注)「最も望ましい通所介護事業所」とは、 

 利用者およびその家族にあっては「入りたい入らせたい いすず苑」 

 従業員およびその家族にあっては「働きたい働かせたい いすず苑」 

 

(４)施設の職員体制 

職種  

・管理者 常勤・専従 1 人 

・機能訓練指導員 1 人以上 

・看護職 専従 1 人以上 

・介護職 専従 4 人以上 

・生活相談員 専従 1 人以上 

 

(５)通所定員数    ３０名 

 

 ２．営業日等 

   ① 営業日は、営業日時等は、原則として次の通りです。 

  年末年始（12/31～1/3）を除く毎日 

   ② 営業時間は、8：30 から 19：00 

   ③ サービス提供時間は、9：20 から 16：20 （18：30 まで時間延長あり） 

 

３．サービス内容 

① 通所介護サービス計画の立案 

② 食事 昼食 12：00 ～ 

おやつ 15：00 ～ 

夕食   18：00 ～ 

③ 入浴 



 

 

④ 看護 

⑤ 介護 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑨ その他 

＊これらのサービスの中には、基本料金とは別に利用料金をいただくものもあり

ますので、具体的にご相談下さい。 

 

４．利用料金 

(１) 基本料金【通所介護】 

施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日当たりの自己負担分です） 

 

・要介護 1               １，３１６円 

・要介護２               １，５５４円 

・要介護３               １，８００円 

・要介護４                 ２，０４６円 

・要介護５                 ２，２９６円 

      （注）送迎費用は基本料金に含まれます。   

    

その他の料金 

①  入浴介助加算Ⅰ                  ８０円／１日 

②  入浴介助加算Ⅱ                １１０円／１日 

③  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）            ４４円／１日 

④   介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 

          1 ヶ月の利用料金（基本料金＋各種加算）の１２％ 

⑤  科学的介護推進体制加算             ８０円／月 

⑥  個別機能訓練加算（Ⅰ）            １１２円／１日 

⑦  個別機能訓練加算（Ⅱ）上乗せ          ４０円／月 

⑧  認知症加算                  １２０円／回 

⑨   口腔機能向上加算（Ⅱ）            ３２０円／回 

      ※３月以内の期間に月に２回までの算定となります 

   ⑩  口腔・栄養スクリーニング加算          ４０円／回 

      ※半年に一度の算定となります 

⑪ 栄養アセスメント加算                  １００円／月 

⑫ 食費（食材料費等）             昼食  ６５０円（おやつ代含む） 

                           夕食  ６５０円 



 

 

 

⑬ 若年性認知症利用者受入加算               １２０円／月 

⑭ 事業所が送迎を行わない場合の減算               ９４円／片道 

⑮ 区域外送迎費                      実費相当とする 

 

(２)基本料金【通所介護相当サービス】 

・総合事業対象者 要支援 1   

   １ヶ月の中で全部で４回まで（入浴なし）      ７７２円／回  

１ヶ月の中で全部で４回まで（入浴あり）      ８７２円／回  

１ヶ月の中で全部で５回以上          ３，５９６円／月 

   

   ・総合事業対象者 要支援２ 

１ヶ月の中で全部で８回まで（入浴なし）      ７９４円／回 

      １ヶ月の中で全部で８回まで（入浴あり）      ８９４円／回 

         １ヶ月の中で全部で９回以上       ７，２４２円／月 

 

その他の料金 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

事業対象者 要支援１   １７６円（１ヶ月単位） 

事業対象者 要支援２   ３５２円（１ヶ月単位） 

② 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）ロ 

               １ヶ月の利用料金（基本料金＋各種加算）の１２％ 

③ 科学的介護推進体制加算                  ８０円 

④ 口腔機能向上加算（Ⅱ）                 ３２０円／月 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）             ４０円／回 

※半年に一度の算定となります 

⑥ 栄養アセスメント加算                   １００円／月 

⑦ 食費（食材料費等）          昼食  ６５０円（おやつ代含む） 

                        夕食  ６５０円 

⑧ 若年性認知症利用者受入加算               ４８０円／月 

⑨ 事業所が送迎を行わない場合の減算                 ９４円／片道 

⑩ 区域外送迎費                   実費相当とする 

 

(４)支払方法 

・料金計算は月末締めで行い、翌月中旬に請求書を発行いたしますので、指定され

た期日までにお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

   ・お支払い方法は、口座自動振替か窓口払いの方法があります。 

 



 

 

５．協力医療機関等 

当事業所では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

・協力医療機関 

  ・市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町 3038 

  ・山崎外科内科病院 伊勢市楠部町乙 77 

・協力歯科医療機関 

・宇治山田歯科医院   伊勢市岩渕 2 丁目 4-37 

   通所介護ご利用者様につきましては、在宅の主治医が投薬・受診の基本となります。 

 

６．緊急時における対応方法 

   ・当事業所は、通所介護の提供を行っているときに利用者の病状に急変が生じた場

合 その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機

関へ連絡を行うと等の措置を講じることとともに、管理者にも報告します。 

 

７．施設利用にあたっての留意事項 

   ・喫煙・飲酒   原則禁止ですが、個別にご相談下さい。 

   ・火気の取扱い   施設内火気厳禁です。 

   ・設備・備品の利用  申し出により可能な物とします。 

   ・宗教活動・ペットの持ち込み 禁止します。 

 

８．非常災害対策 

・管理者は、想定される非常災害の態様ごとに、その程度及び規模に応じ非常災害

に関する具体的な計画を定めています。 

・管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓

練を年２回以上実施する等利用者の安全に対して万全を期しています。 

・当事業所は、医療機関、ほかの社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における 

連携及び協力関係を構築するよう努めています。 

 

９．秘密保持等 

・当事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしません。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とし

ます。 

・当事業所は、職員の離職後も、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、就業規則、雇用契約書等で定めてい

ます。 

・当事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により、得るものとします。 



 

 

 

１０．事故発生時の対応 

・当事業所は、通所介護の提供時に事故が発生した場合は、速やかに伊勢市、利用

者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じます。 

・当事業所は、上記の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録します。 

・当事業所は、利用者に対する指定通所介護または通所介護相当サービスの提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

・当事業所は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じます。 

 

１１．要望又は苦情処理 

   ・当事業所は、提供した施設サービスに関する利用者及びその家族からの要望又は

苦情に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置する等、必要な措置を講じ

ます。 

・当事業所は、苦情を受け付けた場合に、当該苦情の内容等を記録するものとし、

伊勢市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとします。 

 

１２．身体拘束等廃止 

・当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害

の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、管理者が判断し、身体拘束その他利用

者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。 

 

１３．虐待防止 

当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために次の措置を講じます。 

・虐待を防止するための職員に対する研修の実施 

・虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催と内容の周知 

・虐待防止のための指針の整備 

・虐待防止担当者の任命 

当事業所は、サービス提供中に、職員又は擁護者による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを伊勢市に通報するものとします。 

 

１４．衛生管理 

 管理者は、設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医

薬品及び医療用具の管理を適切に行い、感染症が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講じるものとします。 

 



 

 

 

１５．地域交流 

当事業所は、事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行うなど、地域との交流を図っていきます。 

 

１６．その他 

   当事業所の詳細は、パンフレットをご参照下さい。 

   第三者評価については実施無です。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

通所介護サービス又は通所介護相当サービスの利用にあたり、利用者に対し契約書及び

本書に基づいて重要事項を説明しました。 

 

 

 

  事業所 

     名称  通所介護事業 いすず苑 

 

説明者 職名  

 

    氏名            ㊞ 

 

 

上記内容の説明を受け、承諾しました。 

 

 

利用者 

    又は、代理人 

    住所  

    氏名    ㊞ 



【3 割】 

重要事項説明書（通所） 

（令和 8 年 6 月 1 日 現在） 

 

１．施設の概要 

(１)施設の名称等 

 ・施設名     介護予防通所介護事業・通所介護事業 いすず苑 

 ・開設年月日  平成 16年４月 11日 

 ・所在地     三重県伊勢市楠部町若ノ山 2605－33 

 ・電話番号  0596－28－1010  （FAX）0596－28－8282 

 ・管理者名  施設長 中西 縁 

 ・介護保険指定番号 2470800646 

24A0800433（総合事業対象者、要支援 1・2） 

 

(２)相談並びに苦情処理担当者 

 ・施設担当者  生活相談員    髙須 有津美 

鈴木 崇昭 

                        中北 せいか 

 ・第三者委員                  中西 巳徳 

      山下 敦子 

・伊勢市役所 介護保険課        21－5647 

    ・三重県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理係  

専用電話 059－222－4165 

 

 

(３)施設運営の指針 

介護予防通所介護事業・通所介護事業 いすず苑（以下「当事業所」と言う。）は、

利用者個々人の通所介護サービス計画書の作成に基づいて、看護、介護及び機能

訓練のほか、日常生活に必要な支援を行うことにより、利用者がその有する能力

を最大限に生かして自立生活を営めるように努めることとし、その取り組みにあ

たっては次の各号を指針とする。 

１） 職員は、「すべての利用者は、それぞれ今日の高度社会を築きあげた功労者

であり人生の達人である。」ことに思いを致し、常に感謝と尊敬の念をもっ

て医療・看護・介護・機能訓練および日常生活の支援等のサービスに努め

る。 

２） 当事業所は、「利用者個々人が今まで慣れ親しんできた居宅生活のスタイル

により近い生活環境づくり」と「職員との寄り添い合う生活づくり」によ

ってすべての利用者が喜びと生き甲斐の溢れた老後人生を築かれるよう貢

献する。 



 

 

 

 

３） 当事業所は、地域に開かれた事業所運営を目指し、そのために運営内容の

開示・利用者意見等の収集・第三者評価の実施等を積極的に行い、かつ、

伊勢市等関係行政機関との連携を密にする。 

４） 職員は、常に効果的な技術および手法の習得に努め、それぞれのセクショ

ンにこだわることなく相互に協力しあって利用者へのケアおよびサービス

の充実に努めるものとする。 

なお、管理者は、利用者へのケア効果を高めるための諸施策の展開および

設備の改善、備品器具類の導入に努めるものとする。 

５） 最も望ましい通所介護事業所に築き上げる使命は、職員一人一人の双肩に

かかっていることを肝に銘じて日々の業務に専念する。 

(注)「最も望ましい通所介護事業所」とは、 

 利用者およびその家族にあっては「入りたい入らせたい いすず苑」 

 従業員およびその家族にあっては「働きたい働かせたい いすず苑」 

 

(４)施設の職員体制 

職種  

・管理者 常勤・専従 1 人 

・機能訓練指導員 1 人以上 

・看護職 専従 1 人以上 

・介護職 専従 4 人以上 

・生活相談員 専従 1 人以上 

 

(５)通所定員数    ３０名 

 

 ２．営業日等 

   ① 営業日は、営業日時等は、原則として次の通りです。 

  年末年始（12/31～1/3）を除く毎日 

   ② 営業時間は、8：30 から 19：00 

   ③ サービス提供時間は、9：20 から 16：20 （18：30 まで時間延長あり） 

 

３．サービス内容 

① 通所介護サービス計画の立案 

② 食事 昼食 12：00 ～ 

おやつ 15：00 ～ 

夕食   18：00 ～ 

③ 入浴 



 

 

④ 看護 

⑤ 介護 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑨ その他 

＊これらのサービスの中には、基本料金とは別に利用料金をいただくものもあり

ますので、具体的にご相談下さい。 

 

４．利用料金 

(１) 基本料金【通所介護】 

施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日当たりの自己負担分です） 

 

・要介護 1                １，９７４円 

・要介護２                ２，３３１円 

・要介護３                ２，７００円 

・要介護４                  ３，０６９円 

・要介護５                  ３，４４４円 

      （注）送迎費用は基本料金に含まれます。   

    

その他の料金 

①  入浴介助加算Ⅰ                 １２０円／１日 

②  入浴介助加算Ⅱ                １６５円／１日 

③  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）            ６６円／１日 

④   介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 

          1 ヶ月の利用料金（基本料金＋各種加算）の１２％ 

⑤  科学的介護推進体制加算            １２０円／月 

⑥  個別機能訓練加算（Ⅰ）              １６８円／１日 

⑦  個別機能訓練加算（Ⅱ）上乗せ          ６０円／月 

⑧  認知症加算                  １８０円／回 

⑨   口腔機能向上加算（Ⅱ）            ４８０円／回 

      ※３月以内の期間に月に２回までの算定となります 

   ⑩  口腔・栄養スクリーニング加算          ６０円／回 

      ※半年に一度の算定となります 

⑪ 栄養アセスメント加算                  １５０円／月 

⑫ 食費（食材料費等）             昼食  ６５０円（おやつ代含む） 

                           夕食  ６５０円 



 

 

 

⑬ 若年性認知症利用者受入加算               １８０円／月 

⑭ 事業所が送迎を行わない場合の減算              １４１円／片道 

⑮ 区域外送迎費                      実費相当とする 

 

(２)基本料金【通所介護相当サービス】 

・総合事業対象者 要支援 1   

   １ヶ月の中で全部で４回まで（入浴なし）    １，１５８円／回  

１ヶ月の中で全部で４回まで（入浴あり）    １，３０８円／回  

１ヶ月の中で全部で５回以上          ５，３９４円／月 

   

   ・総合事業対象者 要支援２ 

１ヶ月の中で全部で８回まで（入浴なし）    １，１９１円／回 

      １ヶ月の中で全部で８回まで（入浴あり）    １，３４１円／回 

         １ヶ月の中で全部で９回以上      １０，８６３円／月 

 

その他の料金 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

事業対象者 要支援１   ２６４円（１ヶ月単位） 

事業対象者 要支援２   ５２８円（１ヶ月単位） 

② 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）ロ 

               １ヶ月の利用料金（基本料金＋各種加算）の１２％ 

③ 科学的介護推進体制加算                 １２０円 

④ 口腔機能向上加算（Ⅱ）                 ４８０円／月 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）             ６０円／回 

※半年に一度の算定となります 

⑥ 栄養アセスメント加算                   １５０円／月 

⑦ 食費（食材料費等）          昼食  ６５０円（おやつ代含む） 

                        夕食  ６５０円 

⑧ 若年性認知症利用者受入加算               ７２０円／月 

⑨ 事業所が送迎を行わない場合の減算               １４１円／片道 

⑩ 区域外送迎費                   実費相当とする 

 

(４)支払方法 

・料金計算は月末締めで行い、翌月中旬に請求書を発行いたしますので、指定され

た期日までにお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

   ・お支払い方法は、口座自動振替か窓口払いの方法があります。 

 



 

 

５．協力医療機関等 

当事業所では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

・協力医療機関 

  ・市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町 3038 

  ・山崎外科内科病院 伊勢市楠部町乙 77 

・協力歯科医療機関 

・宇治山田歯科医院   伊勢市岩渕 2 丁目 4-37 

   通所介護ご利用者様につきましては、在宅の主治医が投薬・受診の基本となります。 

 

６．緊急時における対応方法 

   ・当事業所は、通所介護の提供を行っているときに利用者の病状に急変が生じた場

合 その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機

関へ連絡を行うと等の措置を講じることとともに、管理者にも報告します。 

 

７．施設利用にあたっての留意事項 

   ・喫煙・飲酒   原則禁止ですが、個別にご相談下さい。 

   ・火気の取扱い   施設内火気厳禁です。 

   ・設備・備品の利用  申し出により可能な物とします。 

   ・宗教活動・ペットの持ち込み 禁止します。 

 

８．非常災害対策 

・管理者は、想定される非常災害の態様ごとに、その程度及び規模に応じ非常災害

に関する具体的な計画を定めています。 

・管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓

練を年２回以上実施する等利用者の安全に対して万全を期しています。 

・当事業所は、医療機関、ほかの社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における 

連携及び協力関係を構築するよう努めています。 

 

９．秘密保持等 

・当事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしません。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とし

ます。 

・当事業所は、職員の離職後も、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、就業規則、雇用契約書等で定めてい

ます。 

・当事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により、得るものとします。 



 

 

 

１０．事故発生時の対応 

・当事業所は、通所介護の提供時に事故が発生した場合は、速やかに伊勢市、利用

者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じます。 

・当事業所は、上記の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録します。 

・当事業所は、利用者に対する指定通所介護または通所介護相当サービスの提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

・当事業所は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じます。 

 

１１．要望又は苦情処理 

   ・当事業所は、提供した施設サービスに関する利用者及びその家族からの要望又は

苦情に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置する等、必要な措置を講じ

ます。 

・当事業所は、苦情を受け付けた場合に、当該苦情の内容等を記録するものとし、

伊勢市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとします。 

 

１２．身体拘束等廃止 

・当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害

の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、管理者が判断し、身体拘束その他利用

者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。 

 

１３．虐待防止 

当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために次の措置を講じます。 

・虐待を防止するための職員に対する研修の実施 

・虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催と内容の周知 

・虐待防止のための指針の整備 

・虐待防止担当者の任命 

当事業所は、サービス提供中に、職員又は擁護者による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、これを伊勢市に通報するものとします。 

 

１４．衛生管理 

 管理者は、設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医

薬品及び医療用具の管理を適切に行い、感染症が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講じるものとします。 

 



 

 

 

１５．地域交流 

当事業所は、事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行うなど、地域との交流を図っていきます。 

 

１６．その他 

   当事業所の詳細は、パンフレットをご参照下さい。 

   第三者評価については実施無です。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

通所介護サービス又は通所介護相当サービスの利用にあたり、利用者に対し契約書及び

本書に基づいて重要事項を説明しました。 

 

 

 

  事業所 

     名称  通所介護事業 いすず苑 

 

説明者 職名  

 

    氏名            ㊞ 

 

 

上記内容の説明を受け、承諾しました。 

 

 

利用者 

    又は、代理人 

    住所  

    氏名    ㊞ 


